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(57)【要約】
　ウエハを研磨するときに使用されるための組成物が開
示されている。組成物は、初期成分が遊離研磨粒子を実
質的に含まず、約２～７の範囲内のｐＨを有する水溶液
を含み、水溶液は、少なくとも１つの高分子電解質及び
界面活性剤を含む。ある実施形態では、ウエハ研磨組成
物は、固定研磨化学機械研磨（ＣＭＰ）プロセスを使用
して半導体ウエハを修正するために、カット速度及び選
択比を制御するよう調節され得る。また、研磨組成物を
使用したＣＭＰ方法及びウエハを研磨するためのプロセ
スが開示されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体デバイスの製作に好適なウエハの表面改質に有用な作動液であって、該液体が遊
離研磨粒子を実質的に含まない初期構成成分の水溶液であって、該構成成分が、
　ａ．水と、
　ｂ．高分子電解質と、
　ｃ．界面活性剤とを含み、
　前記作動液が３～７のｐＨを示す、作動液。
【請求項２】
　錯化剤を更に含む、請求項１に記載の作動液。
【請求項３】
　前記錯化剤が、多座酸性錯化剤を含む、請求項２に記載の作動液。
【請求項４】
　前記多座酸性錯化剤が、アミノ酸又はアミノ酸から形成されたジペプチドの少なくとも
１つを含む、請求項３に記載の作動液。
【請求項５】
　前記アミノ酸が、アラニン、プロリン、グリシン、ヒスチジン、リジン、アルギニン、
オルニチン、システイン、チロシン、及びこれらの組み合わせから選択される、請求項４
に記載の作動液。
【請求項６】
　前記アミノ酸が、Ｌ－プロリンである、請求項５に記載の作動液。
【請求項７】
　前記多歯酸性錯化剤が、前記作動液の０．１重量％～５重量％の量で存在する、請求項
２に記載の作動液。
【請求項８】
　前記界面活性剤が、非イオン性界面活性剤である、請求項１に記載の作動液。
【請求項９】
　前記非イオン性界面活性剤が、少なくとも８の親水性親油性比（ＨＬＢ）を示す、請求
項８に記載の作動液。
【請求項１０】
　前記非イオン性界面活性剤が、アセチレン第１級アルコールエトキシレート、アセチレ
ン第１級ジアルコールエトキシレート、フルオロ脂肪族高分子エステル、及びそれらの混
合物から選択される、請求項８に記載の作動液。
【請求項１１】
　前記非イオン性界面活性剤が、前記作動液の少なくとも約０．０２５重量％かつ最大約
０．５重量％の量で存在する、請求項８に記載の作動液。
【請求項１２】
　前記高分子電解質が、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリアクリル酸の塩、ポリ
メタクリルの塩、及びその混合物からなる群より選択される、請求項１に記載の作動液。
【請求項１３】
　前記高分子電解質が、１．６６Ｅ－２１～４．９８Ｅ－２０ｇ（１，０００～３０，０
００Ｄａ）の重量平均分子量を示す、請求項１に記載の作動液。
【請求項１４】
　前記高分子電解質が、前記作動液の０．００１重量％～５．０重量％の量で存在する、
請求項１に記載の作動液。
【請求項１５】
　前記作動液が、４～７のｐＨを示す、請求項１に記載の作動液。
【請求項１６】
　浅溝型素子分離（ＳＴＩ）ウエハの化学機械平坦化のための固定研磨物品と共に使用す
るときに、前記界面活性剤が、少なくとも２００オングストローム／分の酸化物除去速度
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を得るために有効な量で存在し、前記高分子電解質が、少なくとも１０の、窒化物に対す
る酸化物の選択比を得るために有効な量で存在する、請求項１に記載の作動液。
【請求項１７】
　半導体デバイスの製作に好適なウエハ表面を改質する方法であって、
　ａ．少なくとも、エッチングしてパターン形成される表面を有する第１材料、該第１材
料表面の少なくとも一部分の上に配置される第２材料、及び該第２材料表面の少なくとも
一部分の上に配置される第３材料を含むウエハを提供する工程と、
　ｂ．前記ウエハの第３材料を、請求項１に記載の作動液の存在下にて、結合剤内に固定
及び分散させた複数の研磨粒子を含む３次元研磨複合材料であって、研磨物品に固定した
複数の該３次元研磨複合材料と接触させる工程と、
　ｃ．前記ウエハの露出面が平面になり、かつ少なくとも、第３材料の１つの露出領域及
び第２材料の１つの露出領域を備えるようになるまで、前記第３材料を前記複数の研磨複
合材料に接触させながら、前記ウエハと前記研磨物品との間に相対的運動を提供する工程
と、を含む方法。
【請求項１８】
　半導体デバイスの製作に好適なウエハ表面を研磨するプロセスであって、
　ａ．ウエハの少なくとも一部分の上に配置されたバリア材料、及び該バリア材料の少な
くとも一部分の上に配置された誘電体材料を含むウエハを提供する工程と、
　ｂ．３～７のｐＨを示し、水、高分子電解質及び界面活性剤を含み、遊離研磨粒子を実
質的に含まない水性作動液の存在下で、前記ウエハの誘電性材料を、結合剤内に固定及び
分散させた複数の研磨粒子を含む３次元研磨複合材料であって、研磨物品に固定した複数
の該３次元研磨複合材料と接触させる工程と、
　ｃ．ウエハの露出面が平面になり、かつ誘電性材料の少なくとも１つの露出領域及びバ
リア材料の少なくとも１つの露出領域を備えるようになるまで、前記誘電性材料を前記複
数の研磨複合材料に接触させながら、前記ウエハと前記研磨物品との間に相対的運動を提
供する工程と、を含むプロセス。
【請求項１９】
　前記バリア材料が、窒化ケイ素を含み、前記誘電体材料が、酸化ケイ素を含む、請求項
１８に記載のプロセス。
【請求項２０】
　前記研磨が、少なくとも約２００オングストローム／分の二酸化ケイ素除去速度を有す
る、請求項１９に記載のプロセス。
【請求項２１】
　前記研磨が、最高約１００オングストローム／分の窒化ケイ素除去速度を有する、請求
項１９に記載のプロセス。
【請求項２２】
　前記研磨が、少なくとも約１０の、窒化ケイ素に対する二酸化ケイ素の選択比を有する
、請求項１９に記載のプロセス。
【請求項２３】
　半導体デバイスの製作に好適なウエハ表面の改質に有用な作動液であって、該液体が、
遊離研磨粒子を実質的に含まない初期構成成分の水溶液であって、該構成成分が、
　ａ．水と、
　ｂ．高分子電解質と、
　ｃ．非イオン性界面活性剤とを含み、
　前記作動液が約２～７のｐＨを示し、浅溝型素子分離（ＳＴＩ）ウエハの化学機械平坦
化のための固定研磨物品と共に使用するときに、前記非イオン性界面活性剤が、少なくと
も約２００オングストローム／分の酸化物除去速度を得るために有効な量で存在し、前記
高分子電解質が、少なくとも約１０の、窒化物に対する酸化物の選択比を得るために有効
な量で存在する、作動液。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般に、半導体ウエハの露出面を修正するための組成物に関するものである
。特に、本開示は、半導体ウエハを固定研磨化学機械平坦化プロセスにより修正する方法
において、カット速度及び選択比を制御するよう調節され得る組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　集積回路の製造中、半導体製作にて使用される半導体ウエハは、典型的には、成膜、パ
ターニング、及びエッチング工程を含む多くの製造工程に付される。半導体ウエハのこれ
らの製造工程の詳細は、Ｔｏｎｓｈｏｆｆ　ｅｔ　ａｌ．，「Ａｂｒａｓｉｖｅ　Ｍａｃ
ｈｉｎｉｎｈ　ｏｆ　Ｓｉｌｉｃｏｎ」，ｔｈｅ　Ａｎｎａｌｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｉｎｔ
ｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　Ｅｎ
ｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，（Ｖｏｌｕｍｅ　３９／２／１９９０），ｐｐ
．６２１～６３５）に報告されている。それぞれの製造工程では、ウエハをその後の製作
又は製造工程に向けて準備するために、ウエハの露出面を修正する又は磨くことが、多く
の場合必要であり又は望ましい。例えば、浅溝型素子分離（ＳＴＩ）構造を有するダイナ
ミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）での応用のための半導体ウエハは、更なる処
理を行う前に、誘電性材料を平坦化する必要があることが多い。
【０００３】
　ウエハの露出面を修正する又は磨く１つの方法は、ウエハ表面を、液体中に分散した複
数の遊離研磨粒子を含有するスラリーによって処理するプロセスを使用する。典型的には
、このスラリーは研磨パッドに適用され、次いでウエハ表面は、ウエハ表面から物質を除
去するか又は取り去るために、磨かれるか又はパッドに対して動かされる。一般に、スラ
リーはまたウエハ表面と化学的に反応する剤を含有する。この種のプロセスは一般に、化
学機械平坦化（ＣＭＰ）プロセスと呼ばれる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ＣＭＰのスラリーの１つの限界は、望ましいウエハ表面トポグラフィー
を得るにはスラリー研磨プロセスが慎重に監視されなければいけないことである。第２の
限界は、遊離研磨剤スラリーによって汚れることである。別の限界は、スラリーが、ウエ
ハ表面から除去されなければならず、以下のウエハ処理で廃棄しなければならない多数の
粒子を発生させることである。これらのスラリーの取扱い及び廃棄により、半導体ウエハ
製造業者には追加の処理コストが発生する。
【０００５】
　ＣＭＰスラリー法の代替手段では、半導体表面を改質又は改良するために、研磨物品を
使用する。研磨物品を使用するＣＭＰプロセスは、例えば、ブルックスヴォート（Bruxvo
ort）らによる米国特許第５，９５８，７９４号及びカイサキ（Kaisaki）らによる同第６
，１９４，３１７号に報告されている。開示する研磨物品は、結合剤中に分散した研磨粒
子を含むテクスチャード加工された研磨表面を有する。使用中、研磨物品は、平面的で均
一なウエハ表面を提供するために、しばしば流体又は液体の存在下で、半導体ウエハ表面
と接触する。研磨物品の使用によりＣＭＰスラリーに関連する限界の一部が克服される。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示は、一般に、半導体ウエハの露出面を修正するための組成物及び方法に関する。
特に、本開示は、半導体ウエハを固定研磨ＣＭＰプロセスにより修正する方法において、
カット速度及び選択比を制御するよう調節され得る組成物に関する。いくつかの実施形態
では、本開示はパターン形成された半導体ウエハを修正するために研磨物品を使用するこ
とにより得られる利点を活用する。
【０００７】
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　１つの態様として、本開示は作動液に関し、作動液は約２～７のｐＨを示し、水、高分
子電解質、及び界面活性剤からなる成分を含み、初期成分が遊離研磨粒子を実質的に含ま
ない水溶液を含む。代表的な実施形態では、作動液はＤＲＡＭ用ＳＴＩウエハの化学機械
平坦化のための固定研磨物品と共に使用するときに、界面活性剤が、少なくとも約２００
オングストローム／分の酸化物除去速度を得るために有効な量で存在し、高分子電解質が
、少なくとも約１０の、窒化物に対する酸化物の選択比を得るために有効な量で存在し、
半導体デバイスの作製に好適なウエハの表面を修正するのに有用である。ある実施形態で
は、作動液は、アミノ酸若しくはアミノ酸から形成されたジペプチドなどの多座酸性錯化
剤であり得る錯化剤を更に含んでよい。
【０００８】
　別の態様として、本開示は半導体デバイスの作製に好適なウエハの表面を修正する方法
に関し、ウエハは、エッチングしてパターン形成される表面を有する第１材料、少なくと
も第１材料の表面の一部に配置される第２材料、及び少なくとも第２材料の表面の一部に
配置される第３材料を含む。この方法は、ウエハを提供し、作動液の存在下にて、ウエハ
の露出面が平面になり、少なくとも、第３材料の１つの露出領域及び第２材料の１つの露
出領域を備えるようになるまで、第３材料を複数の研磨複合材料に接触させながら、ウエ
ハと複数の３次元研磨複合材料との間に相対運動を提供する工程を含む。
【０００９】
　代表的な実施形態では、研磨複合材料は研磨物品の表面に固定される。別の代表的な実
施形態では、研磨複合材料はバインダ内に固定及び分散された複数の研磨粒子を含む。更
なる代表的な実施形態では、作動液は約２～７のｐＨを示し、水、高分子電解質、及び界
面活性剤を含む成分である初期成分が遊離研磨粒子を実質的に含まない水溶液を含む。あ
る代表的な実施形態では、半導体デバイスの作製に好適なウエハの表面を修正するのに有
用であり、ＤＲＡＭ用ＳＴＩウエハの化学機械平坦化のための固定研磨物品と共に使用す
るときに、界面活性剤が、少なくとも約２００オングストローム／分の酸化物除去速度を
得るために有効な量で存在し、高分子電解質が、少なくとも約１０の、窒化物に対する酸
化物の選択比を得るために有効な量で存在する。
【００１０】
　別の態様として、本開示は、二酸化ケイ素などの誘電性材料を有する第１領域と窒化ケ
イ素などの障壁材料を有する第２領域とを含むウエハを提供することによってウエハを研
磨する方法を提供する。ある代表的な実施形態では、第２部分が水溶液の存在下で複数の
研磨複合材料と接触しているときに、ウエハと研磨物品との間に相対運動を提供しつつ、
ウエハを複数の研磨粒子及びバインダを有する３次元構造化固定研磨物品と接触させる。
ある代表的な実施形態では、水溶液は約２～７の範囲内のｐＨを示し、少なくとも１つの
高分子電解質及び少なくとも１つの界面活性剤を含む。更なる代表的な実施形態では、Ｄ
ＲＡＭ用ＳＴＩウエハの化学機械平坦化のための固定研磨物品と共に使用するときに、界
面活性剤が、少なくとも約２００オングストローム／分の酸化物除去速度を得るために有
効な量で存在し、高分子電解質が、少なくとも約１０の、窒化物に対する酸化物の選択比
を得るために有効な量での存在する。
【００１１】
　別の態様として、本開示は、本開示による水性作動流体並びに複数の研磨粒子及びバイ
ンダを有する３次元構造化固定研磨物品を含むウエハ平坦化プロセスを提供する。いくつ
かの代表的なプロセスでは、研磨物品は精密に成形された研磨複合材料を有する。ある代
表的な実施形態では、水溶液は約２～７の範囲内のｐＨをし示し、少なくとも１つの高分
子電解質及び少なくとも１つの界面活性剤を含む。更なる代表的な実施形態では、半導体
デバイスの作製に好適なウエハの表面を修正するのに有用であり、ＤＲＡＭ用ＳＴＩウエ
ハの化学機械平坦化のための固定研磨物品と共に使用するときに、界面活性剤が、少なく
とも約２００オングストローム／分の酸化物除去速度を得るために有効な量で存在し、高
分子電解質が、少なくとも約１０の、窒化物に対する酸化物の選択比を得るために有効な
量で存在する。
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【００１２】
　ある代表的な実施形態では、本開示の組成物及び方法は、研磨パッド及びスラリーより
はむしろ固定化研磨材を使用する化学機械平坦化プロセスの性能を予想以上に強化する。
【００１３】
　上記要約は、本発明の開示されたそれぞれの実施形態又はあらゆる実施を記述するよう
には意図されていない。次に続く図、「発明を実施するための形態」及び請求項が、説明
に役立つ実施形態を更に特別に例証する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】表面改質前の構造化ウエハの一部の概略断面図。
【図２】本開示を使用した表面改質の後の図１の構造化ウエハの概略断面図。
【００１５】
　これらの図は、理想化されていて、原寸に比例しておらず、単に限定されない本発明の
いくつかの実施形態の実例となることを目的とする。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本開示において、
　「研磨複合材料」とは、複数の成型された物体の１つであり、総じて研磨粒子及びバイ
ンダを有する３次元構造化固定研磨物品を提供し、その研磨粒子は研磨疑集体の形であり
得るものを指し、
　「固定研磨物品」とは、平面化プロセス時に発生してもよい場合を除いて、結合してい
ない研磨粒子を実質的に含まない、一体化している研磨粒子を指し、
　ウエハと「相互作用する」ということは、極性相互作用（例えば、ファンデルワールス
力）又は化学反応であり得る相互作用を指し、
　「高分子電解質」とは、少なくとも１つのイオン化官能基を有するポリマー及びコポリ
マーを指し、メタクリル酸のポリマー及びコポリマー、アクリル酸のエステル及び／又は
少なくとも１つのイオン化官能基を有するメタクリル酸が挙げられ、
　「精密に成形された研磨複合材料」とは、型の窪みの逆の合成体が型から除去された後
に維持された成形の形を有する研磨複合材料を指し、その複合材料は、米国特許第５，１
５２，９１７号（Ｐｉｅｐｅｒら）に開示されているように、研磨物品が使用される前に
形の露出面から突き出る研磨粒子を実質的に含まないものであり得、
　「選択比」とは、ＣＭＰプロセス中にウエハ表面から、第１材料（例えば二酸化ケイ素
のような誘電性酸化物材）を除去できる速度と、第２材料（例えば、窒化ケイ素のような
バリア材料）を除去できる速度との比を指し、
　「界面活性剤」は、例えば、分子界面活性剤、オリゴマー界面活性剤、ポリマー界面活
性剤、非イオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、双極性界
面活性剤、及びフッ素性化学物質界面活性剤を含む界面活性化合物を意味する。
【００１７】
　「テクスチャード加工された研磨物品」とは、少なくとも、突起部分が研磨粒子及びバ
インダを有する、突起部分と凹部分とを有する研磨物品を指し、
　「３次元研磨物品」とは、平坦化中の一部の粒子が除去されると、平坦化作用を実行す
ることができる追加の研磨粒子が露出するように、厚さの少なくとも一部にわたり延在す
る多数の研磨粒子を有する研磨物品を指し、
　「ウエハ」とは、ブランクウエハ（すなわち、金属化及び絶縁部分などの局所特性を加
えることを目的とする加工をする前のウエハ）又は加工されたウエハ（すなわち、ウエハ
の表面に局所特性を加えるための１つ以上の加工工程を受けた後のウエハ）の形の半導体
ウエハを指す。
【００１８】
　本開示の様々な実施形態が、図面の特定の参照により以下に記載される。図１は、本開
示の実施形態に従ったプロセスでの使用に好適なパターン形成されたウエハ１０の代表図
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である。明確にするために、ドープ域、活性デバイス、エピタキシャル層、キャリア及び
フィールド酸化物層などの既知の構造は、省略した。ウエハ１０は、ベース１２及び複数
の浅溝型素子分離構造１４を有する。浅溝型素子分離構造は、典型的には、窒化ケイ素層
を成膜及びパターン形成して、ウエハの表面にマスク層１６を形成し、次いで当業者に既
知である任意のエッチングプロセスを用いて溝を形成することにより、形成される。
【００１９】
　誘電体層１８は、浅溝型素子分離構造の表面上及び浅溝型素子分離構造間の空隙に被着
される。例えば二酸化ケイ素のような種々の誘電性材料を用いることができる。本開示の
文脈で用いるとき、「二酸化ケイ素」は、二酸化ケイ素、並びに、例えば、フッ素、ホウ
素及び／又はリンのドープされた二酸化ケイ素のような、二酸化ケイ素のドープされた別
形を指す。
【００２０】
　次いで誘電体層１８の一部が、図２に例示した望ましいパターンを形成するために、本
開示のＣＭＰプロセスを使用して除去される。図２に示したように、研磨された誘電性材
料１８’及びマスク層１６は、概ね平らな表面を形成する。マスク層は、浅溝型素子分離
構造１４がＣＭＰプロセスにさらされるのを防ぐ、ＣＭＰプロセスの停止層として機能す
る。
【００２１】
　本開示のプロセスで有用なＣＭＰ装置は、市販されており、当業者に既知である。代表
的なＣＭＰマシンは、アプライド・マテリアルス社（Applied Materials）、カルフォニ
ア州サンタクララ（Santa Clara）から市販で入手され、リフレキシオン（Reflexion）（
商標）ウェブポリッシャの商品名で販売されている。固定研磨物品は、ＣＭＰマシンのプ
ラテン又はキャリアに取り付けることができ、研磨されるべきウエハは、対応するＣＭＰ
マシンのキャリア又はプラテンに取り付けることができる。好ましくは、固定研磨物品が
プラテンに取り付けられ、ウエハがキャリアに取り付けられる。
【００２２】
　ＣＭＰマシンで用いられる加工条件は、約５～１０，０００毎分回転数（ＲＰＭ）のキ
ャリア及びプラテンの回転速度を含む。好ましくは、約１０～１，０００ＲＰＭの回転速
度が用いられる。より好ましくは、回転速度は約１０～２５０ＲＰＭとなるように選択さ
れる。最も好ましくは、約１０～１００ＲＰＭの回転速度が使用される。いくつかの実施
形態では、プラテン及びキャリアは同じ方向に回転する。他の実施形態では、プラテン及
びキャリアは逆方向に回転する。
【００２３】
　ウエハの研磨圧力（実際又は設定値）は、約０．７～１３８ｋＰａ（０．１～２０ｐｓ
ｉ）、好ましくは約６．９～６９ｋＰａ（１～１０ｐｓｉ）、より好ましくは約１３．８
～４１．４ｋＰａ（２～６ｐｓｉ）であり得る。
【００２４】
　本開示のプロセス及び方法に有用である代表的なＣＭＰマシンは、例えば、上記参照の
Ｂｒｕｘｖｏｏｒｔら及びＫａｉｓａｋらなどに開示されている固定研磨物品で装備され
得る。固定研磨物品は、ウエハの露出面を液状媒質（すなわち、作動液）の存在下で研磨
するために使用される。
【００２５】
　固定研磨物品
　本開示のＣＭＰプロセスに有用である代表的な固定研磨物品は、米国特許第５，９５８
，７９４号（Ｂｒｕｘｖｏｏｒｔら）及び米国特許第６，１９４，３１７号（Ｋａｉｓａ
ｋｉら）に開示されているものを含み、本開示に参照文献として組み込まれている。特定
の実施形態では、３次元構造化固定化研磨物品が用いられる。ある実施形態では、研磨物
品はセリア研磨粒子を含む。更なる実施形態では、研磨物品は、精密に成形された研磨複
合材料を含む。本開示のプロセスで有用なセリア粒子を含む、精密に成形された研磨複合
材料を有する代表的な研磨物品としては、３Ｍ社（3M Company）（ミネソタ州、セントポ
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ール（St.Paul））から市販されており、「３ＭスラリーフリーＣＭＰ固定研磨材３１５
２」及び「３ＭスラリーフリーＣＭＰ固定研磨材３１５４」として販売されているものが
挙げられる。
【００２６】
　好適な研磨物品は、例えば、シート、ウェブ、ロール、又はベルトなどを含む、様々な
形状で提供され得る。これらの形状では、研磨物品は、研磨作業中又は研磨作業直前にＣ
ＭＰプロセスに連続的に送り込むことができる。現在好ましい１つの形状では、ウェブ状
の固定研磨物品が、ウェブがＣＭＰマシンのプラテンをまたぐようにロールからロールへ
の方式で台車に取り付けられる。加工中は、プラテン及び台車が同時に回転し、固定研磨
物品が回転できるようにする。この研磨中の形状では、研磨物品は通常、吸引によってプ
ラテンに固定され、プラテンの表面は吸引と研磨物品との間の連通を容易にするための穴
、ポート及び／又はチャネルがあるように設計される。研磨作業が終了すると、吸引を取
り除くことができ、研磨材のウェブを前進させることができる、すなわち設定した量をイ
ンクリメントさせ、プラテン上に研磨材の新しい部分を露出させる。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、ウェブのインクリメントは、好ましくはプラテンの幅又は直
径より狭く、より好ましくは５０ｍｍ未満、更に１０ｍｍ未満及び最も好ましくは６ｍｍ
未満である。研磨物品が、例えば、円形のディスクのような独特な形の形状であるとき、
ＣＭＰマシンのプラテンに、例えば、接着剤、フック・ループ式ファスナーなどを含む（
がこれらに限定されない）機械的ファスナー及び磁性アタッチメントなどを使用して、取
り外し可能な状態で取り付けることができる。このような取り外し可能な状態で取り付け
られた研磨物品は、ロータリＣＭＰプロセスでの使用において特に好適であり得る。
【００２８】
　ある代表的な実施形態では、研磨物品は裏材を含み得る。研磨粒子は、バインダ内に分
散されて、裏材に固定、付着又は結合したテクスチャード加工され、かつ３次元の研磨複
合材料を形成し得る。所望により、固定研磨物品は、別個の裏材を有する必要はない。
【００２９】
　本開示の方法に有用な研磨物品は、通常約２５０～約１，０００ミリメートル（ｍｍ）
の範囲内の直径又は幅を有する。現在用いられている１００～５００ｍｍ直径ウエハと共
に使用する研磨物品は通常、約１０～２００ｍｍ、好ましくは約２０～１５０ｍｍ、より
好ましくは約２５～１００ｍｍの直径を有する。
【００３０】
　更なる代表的な実施形態では、研磨物品を長持ちするように選択され得る、例えば、研
磨物品は、少なくとも、部分的に、最少数の異なるウエハを研磨するように選択され得る
。研磨物品はまた、カット速度に基づいて選択され得る。加えて、研磨物品は、所望の平
坦性、表面仕上げ、及び最低限のディッシングを有する半導体ウエハを得る能力に基づい
て選択されてよい。材料、所望の構造及び研磨物品を製造するために用いられるプロセス
は、これらの基準が満たされても満たされなくとも、全て影響を及ぼす。
【００３１】
　更なる代表的な実施形態では、本開示に参照文献として組み込まれている米国特許第５
，６９２，９５０号、同第６，００７，４０７号、同第６，６３２，１２９号、同第７，
１６０，１７８号及び同第７，１６３，４４４号に開示されているように、少なくとも１
つの剛性の成分又は剛性のセグメント及び／又は少なくとも１つの弾力的成分を含むサブ
パッドが固定研磨材とプラテンとの間に介在している。いくつかの実施形態では、研磨物
品をＣＭＰマシンのプラテンに取り付ける前に、例えば、接着剤又は積層体などを用いて
、サブパッドを固定研磨材に取り付けることができる。吸引が研磨物品をプラテンに固定
するのに使用され、サブパッドが固定研磨材とプラテンとの間に介在しているときに、プ
ラテンの穴、ポート及び／又はチャネルの間の連通を容易にするために、サブパッドは少
なくとも１つの穴、ポート及び／又はチャネルを有し、吸引がプラテンの上の位置に研磨
物品を固定できるようにする。
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【００３２】
　作動液
　本開示の方法を使用するＣＭＰプロセス中、作動液は、研磨物品とウエハとの間の境界
面に存在し得る。作動液は研磨物品との併用で、化学的及び／又は機械的な効果によって
研磨を助ける。典型的には、平坦化中、作動液は研磨物品とウエハとの間の境界面へ一貫
して流れている。液体の流速は通常、約１０～１０，０００ミリリットル／分の範囲であ
る。いくつかの実施形態では、液体の流速は約１０～５００ミリリットル／分の範囲であ
り得る。更なる実施形態では、液体の流速は約２５～２５０ミリリットル／分の範囲であ
り得る。
【００３３】
　いくつかの代表的な実施形態では、作動液は通常、水を含み、この水は、水道水、蒸留
水又は脱イオン水であり得る。作動液のｐＨは、特定のウエハ表面材料及びＣＭＰプロセ
スに応じて有利に調節し得る。例えば、本開示の特定の実施形態による高い除去速度での
表面オキシド材料の除去では、ｐＨは一般に７以下であり、より好ましくは６未満であり
、最も好ましくは５未満である。表面オキシド材料の除去に使用されるｐＨの下限は、一
般に約２以上であり、好ましくは約３以上であり、より好ましくは約４以上である。通常
、作動液は約２～７の範囲内のｐＨを示す。
【００３４】
　当業者には、使用し得るｐＨの下限は特定のＣＭＰ機器及び材料並びにそれらの材料に
左右されることが理解されよう。例えば、あるＣＭＰの適用では、ｐＨ２は、金属又はＣ
ＭＰ機器及びＣＭＰプロセスに使用される物品（例えば固定研磨物品及び取り付け部品）
を製造するために用いられる他の素材の損傷又は腐食の原因とならずに使用するには低す
ぎる場合もある。したがって、ある実施形態では、例えば、約４～約６の、より狭いｐＨ
の範囲が好ましい場合がある。ｐＨは、例えば、ＫＯＨ、ＮａＯＨ、ＮＨ４ＯＨ、ＨＣｌ
、ＨＮＯ３、Ｈ２ＳＯ４、及び／又はＨ３ＰＯ４を加えることを含む、当業者には既知で
ある方法及び溶液を用いることによって調節し得る。いくつかの実施形態では、作動液は
緩衝されたものであり得る。
【００３５】
　本開示のある実施形態で有用な代表的な作動液は、約２～７のｐＨを示し、水、高分子
電解質、界面活性剤を含む成分である、初期成分が遊離研磨粒子を実質的に含まない水溶
液を含む。ある実施形態では、作動液は、酸性錯化剤であり得る、任意の錯化剤（例えば
金属イオンなどの別の化学種にキレート化する又は別の化学種と錯体を形成する化学物質
など）を更に含むことができる。
【００３６】
　前述のように、本開示の代表的な実施形態では、作動液は無機微粒子、例えば、固定研
磨物品と関連していない離研磨粒子、を実質的に含まない。いくつかの実施形態では、作
動液は、固定研磨物品と関連していない無機微粒子を１重量％未満、又は０．１重量％未
満含む。
【００３７】
　本開示のいくつかの実施形態では、高分子電解質は一般に、ポリアクリル酸、ポリメタ
クリル酸、ポリアクリル酸の塩、ポリメタクリルの塩、及びこれらの混合物のポリマー又
はコポリマーから選択され得る。ある代表的な実施形態では、高分子電解質は、少なくと
も８．３０Ｅ－２２ｇ（５００ダルトン（Ｄａ））、より好ましくは少なくとも約１．６
６Ｅ－２１ｇ（１，０００Ｄａ）、更により好ましくは少なくとも約３．３２Ｅ－２１ｇ
（２，０００Ｄａ）、最も好ましくは少なくとも約８．３０Ｅ－２１ｇ（５，０００Ｄａ
）の平均の重量平均分子量（Ｍｗ）を示す。他の代表的な実施形態では、高分子電解質は
、最高でも４．９８Ｅ－２０ｇ（３０，０００Ｄａ）、より好ましくは最高でも約３．３
２Ｅ－２０ｇ（２０，０００Ｄａ）、更により好ましくは最高でも約２．４９Ｅ－２０ｇ
（１５，０００Ｄａ）、最も好ましくは最高でも約１．６６Ｅ－２０ｇ（１０，０００Ｄ
ａ）の平均の重量平均分子量（Ｍｗ）を示す。
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【００３８】
　更なる代表的な実施形態では、高分子電解質は作動液内に、少なくとも０．００１重量
％、より好ましくは少なくとも約０．０１重量％、より好ましくは少なくとも約０．０２
５重量％、最も好ましくは少なくとも約０．１重量％の量で存在し得る。他の代表的な実
施形態では、高分子電解質は作動液内に、最高でも５．０重量％、より好ましくは最高で
も約３．０重量％、より好ましくは最高でも約２．５重量％の量で存在し得る。
【００３９】
　界面活性剤は一般に水溶性界面活性剤から選択され得るが、非イオン性界面活性剤が好
ましい。一般に、非イオン性界面活性剤は、少なくとも約４、より好ましくは少なくとも
約６、更により好ましくは少なくとも約８、最も好ましくは少なくとも約１０の、計算さ
れた親水性親油性比（すなわち、ＨＬＢ）（５で除した界面活性剤分子中の親水性物質の
重量％として計算）を示す。一般に、計算されたＨＬＢは２０以下である。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、界面活性剤は、フルオロケミカル界面活性剤であり、すなわ
ち、界面活性剤分子は、１つ以上のフッ素原子を含む。非イオン性界面活性剤は、有利に
は、直鎖１級アルコールエトキシレート、二級アルコールエトキシレート、分枝二級アル
コールエトキシレート、オクチルフェノールエトキシレート、アセチレン系１級アルコー
ルエトキシレート、アセチレン系１級ジアルコールエトキシレート、アルカンジアルコー
ル、ヒドロキシル末端処理エチレンオキシド－プロピレンオキシドランダムコポリマー、
フルオロ脂肪族高分子エステル、及びこれらの混合物から選択されてよい。
【００４１】
　一般に、非イオン性界面活性剤は、少なくとも約０．０２５重量％、より好ましくは少
なくとも約０．０５重量％、更により好ましくは約０．１重量％の量で作動液中に存在し
てよい。作動液中の界面活性剤濃度の上限は、作動液の重量を基準にして、一般に最高で
も約１重量％、より好ましくは最高でも約０．５重量％、更により好ましくは最高でも約
０．２％である。
【００４２】
　現在好まれているある実施形態では、界面活性剤は、フッ素性化学物質界面活性剤であ
るように選択され得る。１つの代表的な実施形態では、作動液は、４．５のｐＨを示し、
作動液の０．５重量％の濃度の２．２１７Ｅ－２０ｇ（１３，３５０Ｄａ）（Ｍｗ）フッ
素性化学物質界面活性剤（例えば３Ｍ社（ミネソタ州、セントポール（St.Paul））より
市販のＬ－１９９０９）及び作動液の０．０２５重量％の濃度の１．６６Ｅ－２０ｇ（１
０，０００Ｄａ）（Ｍｗ）ポリアクリル酸高分子電解質（例えばポリサイエンス社（Poly
sciences, Inc.）（ペンシルベニア州、ワーリングトン（Warrington）より市販のＬ－１
９４５７）を含む。他の代表的な実施形態では、界面活性剤は、非イオン性界面活性剤で
あり、作業液は更に任意の錯化剤を含むように選択され得る。このような実施形態におい
ては、好ましいｐＨは一般に、約４～７であり得る。
【００４３】
　更なる代表的な実施形態では、作動液は、約２～７のｐＨを示し、水、高分子電解質、
界面活性剤を含む成分である、初期成分が遊離研磨粒子を実質的に含まない水溶液を含む
。ある代表的な実施形態では、半導体デバイスの作製に好適なウエハの表面を修正するの
に有用であり、ＤＲＡＭ用ＳＴＩウエハの化学機械平坦化のための固定研磨物品と共に使
用するときに、界面活性剤が、少なくとも約２００オングストローム／分の酸化物除去速
度を得るために有効な量で存在し、高分子電解質が、少なくとも約１０の、窒化物に対す
る酸化物の選択比を得るために有効な量で存在する。
【００４４】
　本開示による更なる代表的な実施形態では、任意の錯化剤が作動液に含まれる。任意の
錯化剤は、好ましくは、作動液の酸性ｐＨと相応する酸性錯化剤である。好ましくは、酸
性錯化剤は、多座酸性錯化剤であり、より好ましくは、アミノ酸又はアミノ酸から形成さ
れたジペプチドの少なくとも１つであることが好ましい。好適なアミノ酸としては、アラ
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ニン、プロリン、グリシン、ヒスチジン、リジン、アルギニン、オルニチン、システイン
、チロシン、及びこれらの組み合わせが挙げられる。好ましい酸性多座錯化剤は、アミノ
酸プロリンであり、より好ましくはＬ－プロリンである。
【００４５】
　一般に、酸性錯化剤は、作動液の重量を基準にして、約０．１重量％（すなわち、作動
液を基準とした重量％）、より好ましくは少なくとも約１重量％、更により好ましくは少
なくとも約２重量％、最も好ましくは約２．５重量％、かつ一般に約５重量％以下、より
好ましくは４重量％以下、更により好ましくは約３重量％未満の量で存在し得る。
【００４６】
　ＣＭＰ方法及びプロセス
　１つの実施形態では、本開示は、二酸化ケイ素などの誘電性材料を含む第１領域、及び
窒化ケイ素などのバリア材料を含む第２領域を備えるウエハを提供し、ウエハを、複数の
研磨粒子及び結合剤を含む３次元、構造化、固定化研磨物品と接触させ、ウエハ及び固定
化研磨物品を相対的に移動させることにより、ウエハを研磨する方法を提供する。
【００４７】
　１つの特定の実施形態では、本開示は、半導体デバイスの作製に好適なウエハの表面を
修正する方法を提供し、その方法は次の工程を含む。
【００４８】
　ａ．少なくとも、エッチングしてパターン形成される表面を有する第１材料、第１材料
表面の少なくとも一部分の上に配置される第２材料、及び第２材料表面の少なくとも一部
分の上に配置される第３材料を含むウエハを提供する工程と、
　ｂ．約２～７のｐＨを示し、水、高分子電解質、界面活性剤を含む成分である初期成分
が、遊離研磨粒子を実質的に含まない水溶液を含む作動液の存在下で、ウエハの第３材料
を、結合剤内に固定及び分散させた複数の研磨粒子を含む３次元研磨複合材料であって、
研磨物品に固定した複数の３次元研磨複合材料と接触させる工程と、
　ｃ．ウエハの露出面が平面になり、かつ第３材料の少なくとも１つの露出領域及び第２
材料の少なくとも１つの露出領域を備えるようになるまで、第３材料を複数の研磨複合材
料に接触させながら、ウエハと研磨物品との間に相対的運動を提供する工程。
【００４９】
　１つの代表的な実施形態では、第１材用はパターン形成された材料を含み、第２材料は
バリア材料を含み、第３材料は誘電性材料を含む。現在好まれている代表的な実施形態で
は、第１材料は金属を含み、第２材料は窒化ケイ素を含み、第３材料は酸化ケイ素を含む
。更なる代表的な実施形態では、作動液は、約２～７のｐＨを示し、水、高分子電解質、
界面活性剤を含む成分である、初期成分が遊離研磨粒子を実質的に含まない水溶液を含む
。ある代表的な実施形態では、半導体デバイスの作製に好適なウエハの表面を修正するの
に有用であり、ＤＲＡＭ用ＳＴＩウエハの化学機械平坦化のための固定研磨物品と共に使
用するときに、界面活性剤が、少なくとも約２００オングストローム／分の酸化物除去速
度を得るために有効な量で存在し、高分子電解質が、少なくとも約１０の、窒化物に対す
る酸化物の選択比を得るために有効な量で存在する。
【００５０】
　他の実施形態では、本開示は、半導体デバイスの作製に好適なウエハの表面を修正する
プロセスを提供し、そのプロセスは次の工程を含む。
【００５１】
　ａ．ウエハの少なくとも一部分の上に配置されたバリア材料、及びバリア材料の少なく
とも一部分の上に配置された誘電体材料を含むウエハを提供する工程と、
　ｂ．約２～７のｐＨを示し、水、高分子電解質、界面活性剤を含み、遊離研磨粒子を実
質的に含まない水性作動液の存在下で、ウエハの誘電性材料を、結合剤内に固定及び分散
させた複数の研磨粒子を含む３次元研磨複合材料であって、研磨物品に固定した複数の３
次元研磨複合材料と接触させる工程と、
　ｃ．ウエハの露出面が平面になり、かつ誘電性材料の少なくとも１つの露出領域及びバ
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リア材料の少なくとも１つの露出領域を備えるようになるまで、誘電性材料を複数の研磨
合成体に接触させながら、ウエハと研磨物品との間に相対的運動を提供する工程。
【００５２】
　現在好まれているある代表的な実施形態では、バリア材料は窒化ケイ素を含み、誘電性
材料は酸化ケイ素を含む。更なる代表的な実施形態では、作動液は、約２～７のｐＨを示
し、水、高分子電解質、界面活性剤を含む成分である、初期成分が遊離研磨粒子を実質的
に含まない水溶液を含む。ある代表的な実施形態では、半導体デバイスの作製に好適なウ
エハの表面を修正するのに有用であり、ＤＲＡＭ用ＳＴＩウエハの化学機械平坦化のため
の固定研磨物品と共に使用するときに、界面活性剤が、少なくとも約２００オングストロ
ーム／分の酸化物除去速度を得るために有効な量で存在し、高分子電解質が、少なくとも
約１０の、窒化物に対する酸化物の選択比を得るために有効な量で存在する。
【００５３】
　本開示の代表的な方法及びプロセスの処理パラメータは、所望の除去速度及び／又は選
択比を得るように本開示によって当業者に選択され得る。例えば、組成物、濃度、及び作
動液のｐＨは、誘電性材料の除去速度を制御するように調節できる。いくつかの実施形態
では、誘電性材料又はマスク層の除去速度を制御するために組成物が修正される。所望の
除去速度又は選択比を達成するのに必要な組成物の濃度を決定するために、異なる濃度を
有する一連の少なくとも２種の作動液を試験し、最適濃度を決定することができる。同様
に、所望の除去速度又は選択比のための作動液のｐＨを決定するために、異なるｐＨレベ
ルを有する一連の少なくとも２種の作動液を試験し、最適ｐＨレベルを決定することがで
きる。
【００５４】
　例えば、いくつかの代表的な実施形態では、少なくとも約２００オングストローム／分
の誘電体除去速度を有するように、作動液が選択され得る。他の実施形態では、少なくと
も約５００オングストローム／分の誘電体除去速度を有するように、作動液が選択され得
る。他の実施形態では、少なくとも約１，０００オングストローム／分の誘電体除去速度
を有するように、作動液が選択され得る。他の実施形態では、少なくとも約１，５００オ
ングストローム／分の誘電体除去速度を有するように、作動液が選択され得る。また更な
る実施形態では、少なくとも約２，０００オングストローム／分の誘電体除去速度を有す
るように、作動液が選択され得る。
【００５５】
　更なる代表的な実施形態では、約１００オングストローム／分以下の窒化ケイ素除去速
度を有するように、作動液が選択され得る。他の実施形態では、５０オングストローム／
分以下の窒化ケイ素除去速度を有するように、作動液が選択され得る。更なる実施形態で
は、３０オングストローム／分以下の窒化物除去速度を有するように、作動液が選択され
得る。また更なる実施形態では、１０オングストローム／分以下の窒化物除去速度を有す
るように、作動液が選択され得る。
【００５６】
　誘電性除去速度とバリア除去速度との比率は、ＣＭＰプロセスの選択比、すなわち、バ
リア層に対する誘電体層の選択比を確定するために使用され得る。ある代表的な実施形態
では、作動液は、バリア層に対する誘電体層の選択比が少なくとも約１０であるように選
択される。他の実施形態では、作動液は、バリア層に対する誘電体層の選択比が少なくと
も約５０であるように選択される。他の実施形態では、作動液は、バリア層に対する誘電
体層の選択比が少なくとも約１００であるように選択される。また更なる実施形態では、
作動液は、バリア層に対する誘電体層の選択比が少なくとも約１５０であるように選択さ
れる。
【００５７】
　作動液の量は、好ましくは、ウエハの表面から誘電体及びその他の堆積物の除去を助け
るのに十分な量である。多くの場合、基本的な作動液から十分な液体が存在する。しかし
、場合によっては、第１作動液に加えて平坦化境界面で第２作動液を有することが好まし
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い。この第２液体は、第１液体からの液体と同じであってもよいし、異なっていてもよい
。
【実施例】
【００５８】
　本開示の利点及び他の実施形態は、次の実施例により更に例証されるが、これらの実施
例に列挙される特定の材料及び量並びに他の条件及び詳細が、本発明を過度に制限すると
解釈されてはならない。例えば、作動液の組成物及び濃度は異なり得る。全ての部及びパ
ーセンテージは、特に記載されていない限り、重量に基づく。実施例全体を通して表１に
示す材料表記を用いる。
【００５９】
【表１】

【００６０】
　作動液の評価
　半導体デバイスの製作に好適なウエハ表面の改質に有用な各種作動液を評価するために
、一連の実験を実施した。代表的な実施形態では、半導体デバイスの作製に好適なウエハ
の表面を修正するのに有用である様々な作動液に、高分子電解質と共に界面活性剤が使用
された。作動液は、約２～７のｐＨを示し、水、高分子電解質、界面活性剤を含む成分で
ある、初期成分が遊離研磨粒子を実質的に含まない水溶液であった。
【００６１】
　固定研磨ウェブを使用した窒化物ストップ（stop-on-nitride）ＣＭＰプロセスにおい
て、界面活性剤及び高分子電解質を含む作動液の酸化物除去速度の加速力又は保持力が評
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、塩基性ｐＨ調節剤（例えば水酸化アンモニウム）、並びに、任意に、フッ素性化学物質
界面活性剤を含む対照作動液も評価された。
【００６２】
　特に明記しない限り、全ての実験は、リフレッキシオン（Reflexion）（商標）ポリッ
シャ（アプライド・マテリアルス社（Applied Materials, Inc.）（カルフォニア州、サ
ンタクララ（Santa Clara））にコンター（Contour）２００ｍｍキャリアで取り付けられ
た３ＭＳＷＲ５５０固定研磨ウェブ（３Ｍ社（ミネソタ州、セントポール（St. Paul））
）及び６０／９０リブ付きサブパッド（３Ｍ社（ミネソタ州、セントポール（St. Paul）
））を用いて実施された。膜圧力は約２０．７ｋＰａ（３ｐｓｉ）に設定された。実施例
３～７及び比較例Ｉ～Ｌでは、６０／９０スムーズサブパッドが使用され、膜圧力は１３
．８ｋＰａ（２ｐｓｉ）として設定された。キャリア及びプラテンの回転速度は、それぞ
れ、２８ＲＰＭ及び３０ＲＰＭであった。５ミリメートル（ｍｍ）のインクリメントが使
用され、作動液が１００ｍＬ／分で固定研磨ウェブ表面に塗布された。
【００６３】
　いずれも直径が２００ｍｍの、ブランケットテトラエチルオルトケイ酸塩（ＴＥＯＳ）
ウエハ（ウエハの表面に酸化ケイ素誘電性材料が配置された）、及びクリアード０．１７
μｍＤＲＡＭ用ＳＴＩウエハ（窒化ケイ素のバリアコーティングが、パターン加工された
ウエハの表面の少なくとも一部に配置され、酸化ケイ素の誘電体コーティングが、窒化ケ
イ素のバリアコーティングの少なくとも一部に配置された）が、研摩された。実施例１～
２及び比較例Ｂ、Ｆ、Ｇ、及びＩ～Ｌには、ＤＲＡＭ用ＳＴＩウエハが使用された。研磨
時間は、ブランケットＴＥＯＳウエハは１分、ＤＲＡＭ用ＳＴＩウエハは３０秒であった
。酸化ケイ素ウエハ及び窒化ケイ素ウエハの研磨速度は、Ｔｈｅｒｍａｗａｖｅ　Ｏｐｔ
ｉｐｒｏｂｅ（商標）２６００（ＫＬＡテンコール社（KLA Tencor Corp.）（カルフォニ
ア州、フリモント（Fremont））より入手可能）を使用して研磨の前後の皮膜厚さを測定
することによって測定された。酸化ケイ素ウエハは、２１ポイントエリアスキャンで測定
された。窒化物研磨速度を測定するために、０．１７μｍ　ＤＲＡＭ用ＳＴＩウエハが使
用され、ウエハの表面に均等に分配された１３ポイントテンプレートで測定された。
【００６４】
　初めに、１０．５のｐＨで２．５重量％のＬ－プロリンを含む対照作動液が使用され、
次いで、脱イオン化ＤＩ水中の０．０５重量％のＬ－１９９０９フッ素性化学物質界面活
性剤が、初めにｐＨ７で、次いでｐＨ４．７５で使用された。次いで２種類の異なる高分
子電解質（Ｌ－１９４５５及びＬ－１９４５７）が評価された。それぞれの高分子電解質
は、界面活性剤の存在下で、作動液の２．５重量％で評価された。比較例Ｊ～Ｌでは、フ
ッ素化する前に非フッ化の非イオン性界面活性剤の前駆体プルロニック（PLURONIC）（商
標）ＸＸ（ＢＡＳＦ社（ミシガン州、ワイアンドット（Wyandotte））より入手可能）の
平均の重量平均分子量を変化させることによってフッ素化界面活性剤の分子量を変化させ
た。フッ素化界面活性剤が高分子電解質と組み合わされて所望の窒化物除去速度及び選択
比を得るときに、ウエハ表面から酸化物（例えばケイ素）の除去の速度を変化させるため
に、界面活性剤の分子量を変化させて使用する方法は、これらを通常行う当業者に理解さ
れよう。界面活性剤及び高分子電解質の両方を使用した作動流体の結果は表２に要約され
ている。
【００６５】
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【表２】

【００６６】
　１つの特定の実施形態では、非イオン性界面活性剤（ダイノール６０７）がポリメチル
アクリル酸（Ｌ－１９４５７）の２．５％水溶液に加えられ、ｐＨ＝７に調節された。酸
化物除去速度の増加と共に、非常に遅い窒化ケイ素除去速度（すなわち、高い酸化物／窒
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はまた、７、４．７５及び４．５のｐＨでは比較的速い研磨速度を可能にするようである
。これらのｐＨ値では、Ｌ－１９９０９フッ素性化学物質界面活性剤のみが、比較的低い
酸化物／窒化物の選択比をもたらすようである。高分子電解質の追加は（例えば２．５重
量％のＬ－１９４５５又は０．００５％ＰＡＡ－１）大きく窒化物比を低下させ、向上し
た酸化物／窒化物の選択比をもたらす。
【００６７】
　いくつかの代表的な実施形態では、ＣＭＰプロセスで酸性又は中性のｐＨ（例えばｐＨ
＝２～７）を使用することの利点として、例えば、窒化物ストップ選択比を保ちつつより
速い酸化物除去速度を得ることなどを含み得る。他の代表的な実施形態では、ＣＭＰプロ
セスで酸性又は中性のｐＨを使用することの利点として、ウエハに、より低い研磨圧力を
かけることにより、良い研磨速度を保ちつつ欠陥を減らし、産出を向上させることができ
ることを含み得る。更なる代表的な実施形態では、ＣＭＰプロセスで酸性又は中性のｐＨ
を使用することの利点として、擦り傷などをよりつきにくくし、より硬質な酸化物表面を
得ることができることを含み得る。
【００６８】
　高分子電解質に基づいた別の窒化物ストップの化学的性質と共に使用された場合、酸性
のｐＨと界面活性剤との組み合わせを用いることは、高速研磨を可能にし得る。このよう
な別の窒化物ストップの化学的性質はまた、より強いアルカリ性の状態（例えばｐＨ９～
１１）でアミノ酸などの多座錯化剤を使用した化学的性質に対して、より高い選択比をも
たらし得る。このような別の窒化物ストップの化学的性質は、酸化物と窒化物との除去速
度の間に高い選択比を保つことが望ましい浅溝型素子分離において、特に適してい得る。
【００６９】
　更なる代表的な実施形態では、固定研磨材を使用したＣＭＰで得られた少量のディッシ
ングは、界面活性剤及び高分子電解質を含む酸性作動液を使用した高選択ＳＴＩプロセス
において、ウエハのディッシングの危険性を実質的に減らし得る。例えば、Ｌ－１９９０
９界面活性剤の使用は、高分子電解質が選択的に窒化物ストップできるように保ちつつ、
酸性の状態で、より高い酸化物除去速度を得るための固定研磨材の使用を可能にし得る。
これは、スラリープロセスではスラリーが窒化物に近付くにつれて溝区域の酸化物を研磨
し続けて表面のディッシングをもたらすため、固定研磨材の使用は、従来のスラリープロ
セスのＳＴＩのＣＭＰよりも相当な利点を提供し得る。ディッシングはスラリープロセス
の非常に重要な難点である。固定研磨材の使用は、スラリープロセスに比べて少なくとも
１桁少ないディッシングを引き起こし得る。
【００７０】
　本開示の構造及び機能の詳細に加えて、上記説明及び実施例に記載される本開示の多数
の特徴及び利点においてさえ、本開示は例示に過ぎないことを理解されたい。特に作動液
の組成物及び濃度並びに使用方法において詳細に至るまで、本開示の原理の範囲内にて、
添付の特許請求の範囲で表された用語の定義、並びにそれらの構造及び方法の等価物によ
り示される最大限まで変更を行うことが可能である。
【００７１】
　様々な修正が、本開示の範疇及び原理から逸脱することなくなされ得ることが、当業者
には上記の説明から明らかとなり、また、本開示が、先に記載した例示的な実施形態に不
当に限定されるものではないことが、理解されるべきである。本開示の様々な実施形態に
ついて説明した。これら及び他の実施形態は、下記の特許請求の範囲の範疇にある。
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